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１ 委託業務内容 

⑴ 業務名 

瀬戸内４県都市高付加価値観光コンテンツ造成等業務 

⑵ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 ⑶ 業務内容 

   別添「業務仕様書」のとおり。 

 ⑷ 本業務に係る費用 

  本業務の委託限度額は、３，９９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

⑸ スケジュール 

事 項 時 期 

① 公示 令和８年２月１６日（月） 

② 参加資格確認申請書類受付 令和８年２月１６日（月）～令和８年２月２７日（金） 

③ 質問書の受付 令和８年２月１６日（月）～令和８年３月５日（木） 

④ 質問書への回答 質問書受付後随時 

⑤ ②の結果通知 令和８年３月２日（月） 

⑥ 企画提案書の受付期限 令和８年３月９日（月） 

⑦ 企画提案書による審査 令和８年３月中旬（予定） 

⑧ 審査結果通知 令和８年３月中旬（予定） 

⑨ 契約の締結 令和８年４月（予定） 

 ⑹ 契約担当 

瀬戸内４県都市長会事業実行委員会事務局 

（広島市役所本庁舎５階 広島市経済観光局観光政策部内） 

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

電話：082-504-2767 FAX:082-504-2253 

mail：kanko-pro@city.hiroshima.lg.jp 

 

２ 参加資格 

参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１６７条の４及び広島市契約規則（昭

和３９年４月１日規則第２８号）第２条の規定に該当していない者であること。 

⑵ 市区町村税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指

名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

⑷ 次に掲げる者でないこと。 

ア 後記６の審査委員会の委員 

イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及びこれらの

組織に所属する者 
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３ 参加申込み 

 ⑴ 申込期間 

公示日から令和８年２月２７日（金）までの閉庁日を除く毎日。午前８時３０分から午後５時１５ 

分まで。 

 ⑵ 提出場所 

前記１⑹に同じ。 

 ⑶ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。受付期間内に必着 

  のこと。 

 ⑷ 提出書類 

次表のとおり。なお、複数の法人が一つの事業者グループを組んで応募する場合は、構成する者全 

員について該当の書類を提出すること（ア、イを除く）。 

書 類 様式 備 考 

ア 参加資格確認申請書 様式１  

イ 構成員調書 様式２ 
複数の法人が一つの事業者グループを組んで応募
する場合のみ必要。 

ウ 登記事項全部証明書（履歴
事項全部証明書） 

― 

応募する日から３か月前の日以降に発行されたも

の。 

複写不可。 

エ 市区町村税について滞納
がないことの証明書 

― 

オ 消費税及び地方消費税に
ついて滞納がないことの証
明書 

― 

 ⑸ 提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

⑹ 参加資格確認結果の通知 

   令和８年３月２日（月）までに、参加資格確認結果を通知する。 

 

４ 質問の受付及び回答 

⑴ 本募集要領の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

ア 受付期間 公示日から令和８年３月５日（木）までの閉庁日を除く毎日。午前８時３０分から午

後５時１５分まで。 

イ 受付場所 前記１⑹に同じ。 

ウ 受付方法 募集要領等に関する質問書（様式３）に記入の上、電子メール又はＦＡＸのいずれ  

かの方法により提出すること。 

⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はＦＡＸにより質問者に直接回答するとともに、前

記１⑹において、令和８年３月５日（木）までの閉庁日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時

１５分まで閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。 

 

５ 企画提案書の提出 

⑴ 企画提案書記載項目 
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表紙には「瀬戸内４県都市高付加価値観光コンテンツ造成等業務 企画提案書」と記載するととも 

に、社名を記載すること（ただし、社名の記載は正本のみとし、副本には、社章など、提案者が類

推できる表現は記載しないか、マスキングを施すこと。）。 

企画提案書に記載する内容は、以下⑵、⑶のとおりとする。なお、企画提案書に記載する内容は、

文書、イメージ図などを用い、具体的に記載すること。 

⑵ 業務体制、類似事業等に関する業務実績 

ア 業務体制 

業務従事者を明記した体制を示す資料を作成すること。 

なお、業務従事者のうち責任者については、役職、職歴等を記載すること。また、再委託先があ 

る場合は、業務分担、分担する理由も併せて記載すること。 

イ 類似事業等に関する業務実績 

業務の遂行に有益な知見やノウハウを有していることについて、本業務と類似した受託業務の 

実績があれば、その実施主体（クライアント）、実施年次、事業費、事業内容、成果を記載するな

どして説明すること。 

ウ 業務スケジュール 

業務ごとのスケジュールを記載すること。 

⑶ 企画提案の内容 

ア 実施方針 

    業務仕様書における業務の目的を踏まえ、企画全体の考え方やコンセプトなどの方針を記載す 

ること。 

イ 既存の高付加価値観光コンテンツの抽出 

    テーマ案及びテーマごとの既存の高付加価値観光コンテンツを具体的に記載すること。 

ウ 新たな高付加価値観光コンテンツの造成 

   (ｱ) 上記イにおいて設定したテーマに沿って、地域の特性を活かした新たな高付加価値観光コン 

テンツの企画案を１件以上記載すること。 

   (ｲ) 企画案については、ターゲットに対して効果的に訴求できる企画構成やコンセプト等を記載 

すること。 

エ PR用素材の企画・制作 

    PR用素材の制作イメージについて、企画構成やコンセプト等を記載すること。 

オ OTAや SNS等を活用した情報発信 

    OTAや SNS等による情報発信、販売促進に係る実施内容を記載すること。 

カ その他効果的な取組 

   当該業務に関し、より効果的となる独自提案があれば、取組の内容、方法及び期待できる効果 

等について記載すること。   

キ 費用の内訳 

  提案内容を踏まえ、業務に係る費用の内訳を記載すること。 

⑷ 提出部数等 

ア 提出部数 正本１部、副本５部 

イ 書式体裁 大きさは、Ａ４判縦置き横書きとする。（資料やイメージ図など、見やすく 

するためＡ３判を使用する場合は、Ａ４判の大きさで３ツ折りにすること。） 
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ウ その他 企画提案書は１者１提案とし、２つ以上の企画提案書が提出された場合は失格とする。

また、採用された提案の著作権は瀬戸内４県都市長会事業実行委員会（以下「実行委員

会」という。）に帰属する。 

⑸ 提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 令和８年３月９日（月）午後５時１５分【必着】 

イ 提出場所 前記１⑹に同じ。 

ウ 提出方法 持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 

提出期限までに必着のこと。 

⑹ 提案の辞退 

   参加資格確認申請書類を提出した者が辞退する場合は、辞退届（様式４）を次のとおり提出する 

こと。 

  ア 提出期限 令和８年３月９日（月）午後５時１５分【必着】 

  イ 提出場所 前記１⑹に同じ。 

  ウ 提出方法 持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。提 

出期限までに必着のこと。 

 

６ 審査方法 

⑴ 企画提案書の審査は、令和８年度瀬戸内４県都市長会事業委託審査委員会（以下「審査委員会」

という。）が行う。 

⑵ 審査基準 

別紙１「瀬戸内４県都市高付加価値観光コンテンツ造成等業務 受託候補者特定基準」のとおり。 

 ⑶ 受託候補者の特定 

ア 受託候補者の特定に当たっては、書面審査を実施し、審査結果に基づいて決定する。 

イ 審査委員会において、提案者の得点により順位を決定し、得点の第一順位の者を受託候補者と 

して特定する。 

ただし、本業務を実施する目的、内容に鑑み、別紙 受託候補者特定基準の合計得点（１００点

満点）が、審査委員会の求める最低基準（６０点）に達していない場合、又は、「１業務体制、類

似事例及び業務スケジュールの内容」の⑴業務体制（５点満点）、⑵類似事業等に関する業務実績

（５点満点）、⑶業務スケジュール（５点満点）がそれぞれ、審査委員会の求める最低基準（３点）

に達していない場合は、受託候補者とせず、得点の第二順位の者を受託候補者として特定する。 

なお、得点の第二順位以下の者も同様に上記の最低基準に達していない場合は、受託候補者とし

ない。 

得点が同じ者が２者以上いる場合には、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。 

ウ 審査結果 

(ｱ) 審査結果の通知 

審査結果は、審査後速やかに、全ての応募者に書面により通知する。なお、審査内容及び審査

結果に関する問い合わせ並びに異議等については、一切応じない。 

(ｲ) 審査結果の公表 

審査結果通知後、応募者全員の商号又は名称、評価結及び受託候補者について、広島市ホーム

ページで公表する。 
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７ 契約の方法等 

⑴ 受託候補者として特定された者から見積書を徴取の上、随意契約をする。 

⑵ 契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納付しなければならない。 

  ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 ア 保険会社との間に実行委員会を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。 

 イ 過去２年間に国又は地方公共団体、実行委員会と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれが

ないと認められるとき。 

⑶ 企画提案の選定後、提案者と協議の上、企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整 

することがある。 

 ⑷ 受託候補者と協議が整わなかったときは、その特定を取り消すとともに、次順位の者を受託候補  

  者として特定し、見積書を徴取の上、随意契約をする。 

 ⑸ 受託候補者が正当な理由なく契約を締結しないときは、その特定を取り消すとともに、次順位の

者を受託候補者として特定し、見積書を徴取の上、随意契約する予定である。また、決定を取り消

された者は、契約予定金額に対する入札保証金相当の損害賠償金（契約予定金額の１００分の５）

を支払うものとする。 

 

８ その他 

⑴ 事業の実施に当たっては、提案内容を基に詳細な内容を実行委員会と協議の上決定することとす

る。 

⑵ 企画提案及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とす

る。 

⑶ 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑸ 提出期限後における企画提案書の差替及び再提出は、審査委員会が求める場合を除き認めない。 

⑹ 次の場合は失格及び指名停止その他の措置を講ずることがある。 

 ア 応募者の資格を満たさなくなった場合、又は応募者の資格を満たさないことが判明した場 

  合 

 イ 提案書等の提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合 

 ウ その他不正行為をした場合 

⑺ 企画提案書に係る内容は、受託候補者を特定する目的以外に提出者に無断で使用しない。ただし、

広島市情報公開条例に基づく情報開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位

を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。 

⑻ 本募集に応募しようとする者は、公募を開始した日から受託候補者の公表までの間において、本

業務に関して、直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけること

を禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、応募者の資格を失うことがある。 

⑼ 本業務に関する予算は、岡山市、広島市、高松市、松山市（以下「４市」という。）の令和８年

度当初予算案に計上し、４市の市議会に提案しているが、予算案が可決・成立しない場合は、本業

務は執行しない。また、４市の令和８年度当初予算案が可決・成立した場合、実行委員会の令和８
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年度事業計画案及び令和８年度収支予算案に計上する予定だが、それらが可決・成立しない場合は、

本業務は執行しない。なお、それらの場合の応募者における損害については、実行委員会は一切負

担しない。 

 

９ 問合せ先 

  前記１⑹に同じ。 


